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これまでの
取組

土木部 国県道対策課

・国・県及び関係機関に対し、幹線道路網の整備促進要望を行っている。
・地元からの要望・苦情を国・県に伝え、早期に改善するよう要望している。
・各事業が円滑に進むよう事業者と地元や地権者との調整を行っている。

広域的幹線道路の整備

・市民の日常生活圏の拡大や産業経済活動の広域化に対応するため､都県の区域境界を越え
た広域的な交流の軸となる幹線道路の整備を促進する。
・市内の拠点間等を有機的に結ぶ幹線道路のネットワークを構築するため､都市計画道路等の
計画的､重点的な整備を進めるとともに､将来の交通需要への対応を図るため､新たな都市計
画道路の検討を進めます。

・首都圏中央連絡自動車道（さがみ縦貫道路）については平成２４年度末を完成目標に事業
中。

・圏央道関連アクセス道路である（都）相模原町田事業中。拡幅延伸については検討中。
・圏央道関連アクセス道路である津久井広域道路の中で、（都）相原城山線、（都）城山津久

井線については事業中。（都）城山津久井線の延伸について検討中。
・国道、県道等の整備促進については､多くの路線で事業中。

氏名

・3つの視点に立って、今後、より効率的に事務が行えるよう検討を行う。
・市内全体として、開通効果の大きい路線を第一優先とし、可能な限り優先順位を付ける。

１次評価 ２次評価 ３次評価

３次評価での指摘事項等及び意見
（◆は行政評価検討委員会としての指摘事項・改善要望項目）

【指標設定について】
◆担当課の業務の成果がわかる指標を設定すること。
◆市民にわかりやすい指標を検討し、設定すること。

【評価結果について】
◆評価結果に対する分析を行うこと。
◆3つの視点（有効性・効率性・市民満足度）のうち、改善する視点の明確化を図ること。

【課題と解決策について】
◆評価結果とその分析に基づいた課題と解決策の検討を行い、明記すること。

【その他】
◆事業の選択と集中を図ることが本評価の目的の一つになっていることから、構成事務事業

の優先
順位のついていない施策については、順位付けを行うこと。
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優先順位を付け、優先順位の高い路線に力を入れて整備促進を行っていく。

国・県の道路整備をより効果的に行っていく。

市民満足度は低くなっているが、現在の施策についての低さではなく、現在の道路事情に対す
る満足度の低さであると認識している。その為、市民満足度が上がるよう、今後とも、各幹線道
路の整備促進に力を入れていく。
特に、圏央道の開通目標年度である平成２４年度に（仮称）八王子南インターチェンジ～（仮称）
城山インターチェンジ～（仮称）相模原インターチェンジ及び津久井広域道路が開通することに
より、市民の利便性の向上、通過交通の減少等により市民満足度が上昇すると期待しており、
開通時期が遅れることのないよう、国、県及び関係機関に要望を行っていくとともに、事業協力
を行っていく。

実施の時期 平成２４年度末までに

平成１７年に行った道路交通センサスの結果、平日混雑度が1.25以上（1.25～1.75：ﾋﾟｰｸ時間を
中心に混雑する時間が増加する。1.75以上：慢性的混雑状態）が９路線13ポイントあるが、首都
圏中央連絡自動車道（圏央道）及びアクセス道路の開通により、通過交通の減少と新たな交通
流の増加を加味しても、平成１７年に比べ渋滞が減少するような指標を設定する。

実施の時期 平成１９年度末までに
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構成事務事業の中で、優先順位を付け、優先順位の高い路線に力を入れ要望を行っていく。
改善項目
「その他」

実施の時期 平成１９年度末までに


